
受託事業者の選定方法 

 

分割発注…グループ Aのみ orグループ Bのみに応募する。 

      ※両方のグループに応募することも可能です。 

一括発注…事業全てに一括で応募する。 

 

 

 

 

 

（1）一次審査「分割発注」各グループの応募者を選定 

         グループ A      グループ B 

応募者   Ａ社 Ｂ社     Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

           ↓プレゼン・書類審査↓ 

選定      Ａ社        Ｂ社 

 

※ 「評価基準１」を基に審査いたします。 

※ 応募のないグループがあった場合、「分割発注」の審査はいたしません。 

※ グループの選定業者が失格及び辞退した場合は、次点の選定業者が繰り上げ選定します。次点の

選定業者がない場合、「分割発注」の審査は実施しません。 

 

（2）一次審査「一括発注」応募者を選定 

 

応募者   Ａ社 Ｂ社 Ｄ社 

              ↓プレゼン・書類審査 

              Ｄ社 

 

（3）最終審査 

 ①と②を「評価基準２」を基に比較審査して、優先交渉者（最優良事業者）を選定いたします。 

 ①【分割発注】                  ②【一括受注】 

   グループA   グループ B              ハ社 

    イ社       ハ社 

 

※ 「分割発注」Ａ、Ｂの各グループの最優良事業者及び「一括発注」の最優良事業者がいずれも同

一となった場合には、最終審査を経ることなく同事業者を最優良事業者とし、市が発注方法を決

定します。 
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② 一括発注 
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